
映
画

種
類 第

二

千

四

百

二

十

三

号

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

悪
魔
の
毒
々
モ
ン
ス
タ
ー

(原
題
)TH
E
TO
XIC

AVEN
G
ER

欲
情
人
妻
姉
妹

母
と
娘
よ
が
り
比
べ

艶
め
き
和
服
妻
の
痴
態

巨
乳
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
び
れ
て
絶
頂

Ｒ
―
18文
学
賞
vol.２

～
ジ
エ
リ
ー
フ
ィ
ッ
シ
ュ
～

不
倫
旅
情
淫
液
で
満
た
す
夜

私
は
､
変
態
も
う
､
便
所
ま
で
待
て
な
い

題
名

等

(

火
曜
日)

エ
デ

ン

新
東
宝
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

よ
し
も
と
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

一
〇
三
ペ
ー
ジ

○
平
成
二
十
四
年
度
産
林
業
用
配
付
種
苗
の
種
類
、
予
定
数
量
、
価
格

等

(

森
林
整
備
課)

一
〇
四

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

一
〇
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
〇
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
〇
六

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

一
〇
六

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(
同

)

一
〇
七

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
解
除

(
同

)

一
〇
八

○
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
で
使
用
す
る
岐
阜
県
知
事
印

(

岐
阜
土
木
事
務
所)

一
〇
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
一
〇
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)
一
〇
九

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
整
備
課)

一
一
〇

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

一
一
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
25年
２
月
26日
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日



育
種
種
子

同同同 種

類

す

ぎ

ひ

の

き

あ
か
ま
つ

く
ろ
ま
つ

樹

種

六
・
四
〇
〇

三
三
・
〇
〇
〇

〇
・
五
〇
〇

〇
・
五
〇
〇

予
定
数
量(

キ
ロ
グ
ラ
ム)

一
三
、
九
三
六

一
三
、
九
三
六

一
三
、
九
三
六

一
三
、
九
三
六

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
税
込
み
価
格(

円)

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
七
十
九
号

県
が
生
産
し
た
平
成
二
十
四
年
度
産
林
業
用
配
付
種
苗
の
種
類
、
予
定
数
量
、
価
格
等
を
次
の
と
お

り
定
め
た
の
で
、
林
業
用
種
苗
配
付
規
則(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
六
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

林
業
用
種
子

岐
阜
県
告
示
第
八
十
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

多
治
見
市

二

事
業
の
種
類

多
治
見
市
多
治
見
駅
北
地
区
公
共
公
益
施
設
建
設
事
業(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岐
阜
県
多
治
見
市
音
羽
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
地
内(

以
下｢

本
件
起
業
地｣

と
い
う
。)

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

申
請
に
係
る
事
業
は
、
多
治
見
市
が
事
業
主
体
と
な
り
、
本
件
起
業
地
に
庁
舎
機
能
を
含
む
多

治
見
駅
北
地
区
公
共
公
益
施
設
を
整
備
す
る
も
の
で
、
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に
該
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
お
い
て
、
既
に
議
会
の
議
決
を
経
て
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本

件
事
業
を
施
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

一�
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

多
治
見
市
は
岐
阜
県
南
東
部
の
東
濃
地
域
に
位
置
し
、
市
中
央
部
を
流
れ
る
土
岐
川
沿
い
に

緩
や
か
な
丘
陵
地
が
広
が
り
、
そ
の
両
側
に
山
地
が
そ
び
え
る
自
然
豊
か
な
環
境
の
中
に
あ
る
。

古
く
か
ら
陶
磁
器
の
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
、
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線
多
治
見
駅
や
中

央
自
動
車
道
多
治
見
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
立
地
す
る
交
通
条
件
の
良
さ
を
生
か
し
、
名
古
屋

市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
宅
地
開
発
や
最
先
端
技
術
の
集
積
地
と
な
る
東
濃
研
究
学
園
都

市
構
想
に
基
づ
く
開
発
事
業
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
、
多
治
見
市
で
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
多
治
見
市
日
ノ
出
町
地
内
の
本
庁
舎
及

び
同
市
笠
原
町
地
内
の
笠
原
庁
舎
を
中
心
に
、
健
康
づ
く
り
や
母
子
保
健
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
は
同
市
弁
天
町
地
内
の
保
健
セ
ン
タ
ー
に
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
市
街

地
に
立
地
し
て
い
る
本
庁
舎
は
周
辺
道
路
が
狭
く
入
り
組
ん
で
い
る
等
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
に
く

い
上
、
住
民
か
ら
の
各
種
相
談
窓
口
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
十
分
に
確
保
さ
れ

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
笠
原
庁
舎
は
耐
震
性
能
が
低
い
上
老
朽
化
が
著
し
い
た
め
、

既
に
閉
鎖
が
決
定
し
て
い
る
ほ
か
、
本
庁
舎
、
保
健
セ
ン
タ
ー
と
も
耐
震
性
等
の
問
題
を
抱
え
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道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

て
お
り
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
際
は
、
特
に
、
本
庁
舎
に
お
け
る
危
機
管
理
機
能
が
十

分
に
発
揮
で
き
る
か
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
公
共
交
通
機
関
や
自
動
車
で
の
来
庁
が
便
利
に
な
る
上
、
現
在

分
散
し
て
い
る
教
育
委
員
会
、
子
ど
も
支
援
課
及
び
保
健
セ
ン
タ
ー
を
ワ
ン
フ
ロ
ア
に
集
約
す

る
た
め
、
子
育
て
や
教
育
な
ど
の
相
談
が
し
や
す
く
な
る
点
や
、
保
険
年
金
課
、
福
祉
課
、
税

務
課
等
の
サ
ー
ビ
ス
窓
口
や
待
合
空
間
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
で
、
住
民
が
安
心
し
て
相

談
で
き
る
環
境
が
整
う
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
、
本
庁
舎
で
の
対

応
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
災
害
の
応
急
・
復
旧
対
応
拠
点
と
な
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
相
当
程
度
存
す
る
と
認

め
ら
れ
る
。

二�
失
わ
れ
る
利
益

起
業
者
に
よ
る
と
、
本
件
起
業
地
に
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
一
箇
所
存
在
し
て
い
る
が
、
現
在
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

記
録
保
存
等
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
事
業
計
画
に
お
け
る
環

境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法(
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及

び
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)
に
定
め
る
対
象
事
業
の
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
調
査
を
実
施
し
て
い
な
い
が
、
起
業
者
が
多
治
見
市
教
育
委
員
会

へ
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
希
少
な
動
植
物
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ

て
、
失
わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�
事
業
計
画
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
多
治
見
市
内
の
三
案
に
つ
い
て
、
社
会
的

条
件
、
経
済
的
条
件
及
び
技
術
的
条
件
か
ら
総
合
的
に
検
討
し
た
結
果
、
本
件
起
業
地
が
選
定

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
選
定
は
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比

較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

一�
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

３
一�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
本
庁
舎
は
旧
市
街
地
に
立
地
し
て
お
り
ア
ク
セ
ス
し
に
く

い
点
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
に
苦
慮
し
て
い
る
点
、
老
朽
化
が
著
し
く
耐
震
性
等
の
問
題
を

抱
え
て
い
る
点
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
件
事
業
の
完
成
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

二�
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
の
範
囲
は
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
充
足

す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

多
治
見
市
役
所
総
務
課

岐
阜
県
告
示
第
八
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 県

道

土

岐

可

児
線

路
線
名

土

岐

可

児
線

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
五
斗
蒔

一
四
五
一
番
七
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
四
四
九
番
二
地
先
ま
で

区

間

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
北
山
一

四
二
九
番
三
三
地
先
か
ら

同

市
同

字
五
斗
蒔

一
四
五
一
番
二
一
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(
メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･��･� �･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･�
備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

土

岐

可

児
線

路
線
名

下

呂

小

坂
線

路
線
名

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
五
斗
蒔
一
四

五
四
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
石
砂
酒
二
四
三

一
番
一
一
六
地
先
ま
で

区

間

下
呂
市
萩
原
町
跡
津
字
築
田

一
一
四
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
庄
田

一
三
九
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･��平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

岐
阜
県
告
示
第
八
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
八
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
八
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
八
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律
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道
北
１
沢

道
北
松
野
４

松
野
３

松
野
２

松
野
１

区
域
の
名
称

保
木
山

区
域
の
名
称

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

区

域

の

所

在

地

高
山
市
上
宝
町
吉
野

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

区
域
の
名
称

保
木
山

区
域
の
名
称

区

域

の

所

在

地

高
山
市
上
宝
町
吉
野

区

域

の

所

在

地

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
御
嵩
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
北
１
沢

道
北
松
野
４

松
野
３

松
野
１

区
域
の
名
称

片
町

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

可
児
郡
御
嵩
町
次
月

区

域

の

所

在

地

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

片
町

区
域
の
名
称

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
富
加
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
御
嵩
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
九
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
年
岐

阜
県
告
示
第
百
八
十
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
富
加
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
九
十
一
号

岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
で
使
用
す
る
岐
阜
県
知
事
印
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
五
年
三
月

一
日
か
ら
使
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

使
用
範
囲

１

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

に
関
す
る
事
務

２

浄
化
槽
法(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号)

に
関
す
る
事
務

３

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号)

に
関

す
る
事
務

二

印
影

書

体

や
ま
と
古
字

大
き
さ

二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方
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三

公
印
管
理
者

岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
サ
イ
ク
ル
ロ
ン
ド
ぎ
ふ

三

代

表

者

の

氏

名

水
野

隼
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
長
良
福
光
二
六
五
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
な
資
源
が

有
機
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
共
に｢

リ
サ
イ
ク
ル

シ
ス
テ
ム
構
築｣

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
環
境
の
保
全
、
人
材

の
育
成
・
参
画
な
ど
を
も
っ
て
、
持
続
可
能
な
地
域
の
構
築
と
継

続
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
飛
騨
高
山
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ

三

代

表

者

の

氏

名

中
村

滋

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
西
之
一
色
町
三
丁
目
一
九
三
七
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
山
市
民
等
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、

文
化
の
振
興
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
及
び
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を

中
心
と
す
る
事
業
を
行
い
、
岐
阜
県
の
ス
ポ
ー
ツ
レ
ベ
ル
の
向
上

及
び
地
域
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
し
あ
と

三

代

表

者

の

氏

名

見
廣

貢
輔

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
下
岡
本
町
二
二
一
五
番
地
二
シ
ャ
イ
ン
ヒ
ル
ズ

Ｂ
二
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
を
含
む
幅
広
い
世
代
に
対
し
て
、
死
を

タ
ブ
ー
視
せ
ず
、
ラ
イ
フ
エ
ン
ド
と
そ
の
後
に
備
え
た｢

準
備｣

へ
の
意
識
改
革
に
向
け
た
情
報
発
信
及
び
生
前
整
理
、
遺
品
整
理
、

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
な
ど
の
終
活
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
少

子
高
齢
化
と
本
格
的
な
長
寿
社
会
を
迎
え
て
い
る
中
、
社
会
の
様
々

な
分
野
で
の
新
た
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に｢

生
き
た
あ
し
あ

と
を
残
す｣

を
テ
ー
マ
に
こ
の
課
題
に
対
し
て
取
り
組
み
社
会
全

体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
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営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
結
い
ネ
ッ
ト

三

代

表

者

の

氏

名

辻

哲
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
飛�
市
古
川
町
弐
之
町
二
番
一
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
飛
騨
地
域
の
自
然
と
共
生
す
る
環
境
に
関
心
を

持
つ
全
て
の
人
に
対
し
て
、
地
域
の
自
然
や
文
化
へ
の
理
解
を
深

め
、
次
世
代
に
繋
が
る
自
然
環
境
を
健
全
に
守
り
育
て
る
た
め
の

情
報
の
作
成
、
分
析
、
発
信
し
、
県
内
外
の
人
や
組
織
と
情
報
の

交
換
を
し
て
交
流
を
図
る
と
共
に
、
環
境
振
興
活
動
を
高
め
、
地

域
の
資
源
の
活
用
・
開
発
・
販
売
支
援
を
行
う
。
ま
た
、
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
推
進
等
、
観
光
や
雇
用
、
福
祉
や
文
化
・
教
育
課
題
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
を
通
し
て
、
活
力
あ
る
魅
力
的
な
地
域
社

会
づ
く
り
と
、
環
境
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
呂
市
営
土
地
改
良
事
業
田
ノ
野
地
区
の
換
地
処
分
を

平
成
二
十
五
年
二
月
十
三
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

関
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら

同

二
十
五
年
二
月
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

関
市
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平
成
二
十
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年
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月
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十
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日
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行

岐
阜
市
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目
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号
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行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐
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県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


